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第 66 期（令和 4 年度）事業のご報告ならびに 

出資配当金通知書の内容相違のお詫びと訂正について 

 

 組合員の皆さまには、日頃より暖かいご支援とご愛顧を賜り、心から厚くお礼申し上げま

す。 

さて、2023 年 6 月 28 日に開催されました総代会において第 66 期（令和 4 年度）の決算

内容等が議決されたことにより、組合員の皆さまあてに第 66 期（令和 4 年度）事業のご報

告ならびに出資配当金通知書を郵送させていただきました。 

 

組合員の皆さまのお手元に通知書が到達されました後、令和 4 年度配当金支払通知書（兼

領収書）に記載されている入金日および一部組合員様の配当金額に誤りがあることが判明

いたしました。 

原因は、配当金支払通知書へ記載用の配当金支払通知のデータを誤って過去のデータを

用いて通知書を作成してしまったことによるものです。 

また、この内容相違により、2015 年から現在までに組合員から脱退された方や新たに組

合員になられた方等に通知書が適正に到達していない状況が一部発生しております。 

つきましては、直ちに正しいデータをもとに令和 4 年度配当金支払通知書（兼領収書）を

改めて作成し、準備が整い次第、送付をさせていただきますので、ご理解のほどお願い申し

上げます。 

なお、配当金受取口座へのご入金については、最新のデータをもとに正しい金額で入金手

続きがされております。また、個人情報にかかわるデータ相違は発生しておりません。 

 

この度は、組合員の皆さまをはじめ関係各位に多大なご迷惑とご心配をおかけいたしま

したこと、心よりお詫び申し上げます。 

以上 
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